
差
別
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
く
た
め
、同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

人
権
問
題
に
関
す
る
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や

視
聴
覚
機
材
の
貸
し
出
し

部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
津

2
0
1
6
（
平
成
28
）
年
12
月
施
行

「同和問題啓発強調月間」です。

　
現
在
も
な
お
部
落
差
別
は
存
在
し
、情
報
化
社
会
の
進
展

に
伴
い
部
落
差
別
を
と
り
ま
く
状
況
は
変
化
が
生
じ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、基
本
的
人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
日
本
国

憲
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、部
落
差
別
の
解
消
を
推
進
し
、

部
落
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、部
落
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
責
務
が
明
記
さ
れ
、相
談
体
制
の
充
実
や
教
育
及
び

啓
発
等
の
施
策
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
の
た
め
、今
年
の
同
和

問
題
講
演
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。

市
民
・
人
権
同
和
対
策
課
で
は
、
人
権
問
題
に
関
す
る

研
修
相
談
や
D
V
D
、
視
聴
覚
教
材
の
無
料
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。
職
場
や
グ
ル
ー
プ
、
ご
家
庭
で
の
学
習

に
活
用
し
、
人
権
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
市
民
・
人
権
同
和
対
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

TEL 

25
‐
２
１
０
５
）

　
同
和
問
題
は
、
日
本
社
会
の
歴
史
的

過
程
で
形
づ
く
ら
れ
た
身
分
差
別
に
よ

り
、
日
本
国
民
の
一
部
の
人
々
が
、
長

い
間
、
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
差

別
を
受
け
て
き
た
問
題
で
す
。
今
も
な

お
、
現
代
社
会
に
残
る
わ
が
国
固
有
の

人
権
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　
日
本
国
憲
法
で
は
「
す
べ
て
国
民
は
、

法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
人
種
、
信

条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に

よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的

関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
」（
第

14
条
）
と
法
の
下
の
平
等
を
う
た
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
国
や
地
方
公
共
団
体

で
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、

教
育
・
啓
発
・
地
域
改
善
対
策
な
ど
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
和
問
題
を
は
じ

め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
発

生
が
依
然
と
し
て
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

近
年
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用

し
て
、
個
人
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
や
、
差
別
を
助
長

す
る
表
現
や
有
害
な
情
報
が
掲
載
さ
れ

る
な
ど
、
人
権
問
題
も
ま
す
ま
す
多
様

化
、
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

　
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り
を

目
指
し
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
解
決
す
る
た
め
に

は
、「
無
関
心
」「
無
理
解
」
で
あ
っ
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
が
自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
関
心
を
寄
せ
、
正
し

い
知
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

　
直
方
市
で
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権

が
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
幸
せ
に
、
そ
し

て
人
間
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
実

現
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

7月は

市報　　　　   10



参加料などについては、特に記載がないものは無料です。暮らしの情報

ï11  市報

　　

介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付書、通知書を郵送します
問い合わせ…保険課高齢者保険料係（TEL 25-2116）

《
納
付
書
》

対
象
…
納
付
書
で
納
付
す
る
人

送
付
書
類
…
通
知
書
・
納
付
書

納
入
方
法
…
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付

※
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長
時
は
保
険

課
窓
口
で
も
受
け
付
け
可
能

　　

納
付
書
を
使
っ
て
納
付
し
て
い
る
人

は
、
ぜ
ひ
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

《
口
座
振
替
》

対
象
…
口
座
振
替
で
納
付
す
る
人

送
付
書
類
…
通
知
書

納
入
方
法
…
口
座
振
替

《
納
付
書
、
口
座
振
替
共
通
》

送
付
時
期
…
７
月
中
旬

納
期
限
…
７
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
の

毎
月
末
日
（
計
９
期
）

※
12
月
の
み
25
日
、
末
日
が
土
日
祝
日

の
場
合
は
金
融
機
関
の
翌
営
業
日

※
口
座
振
替
で
納
付
す
る
人
に
は
、
来

年
１
月
中
旬
に
口
座
振
替
済
通
知
書

を
送
付
予
定

普 

通 

徴 

収

特 

別 

徴 

収

対
象
…
年
金
か
ら
天
引
き
で
納
付
す
る

人
送
付
書
類
…
通
知
書

納
入
方
法
…
年
金
天
引
き

送
付
時
期
…
７
月
下
旬

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
よ
り
特
別
徴
収
か
ら
口

座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
証
が
切
り
替
わ
り
ま
す
。

色
は
「
水
色
」
に
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬

に
特
定
記
録
郵
便
に
て
郵
送
し
ま
す
。

７
月
末
ま
で
に
被
保
険
者
証
が
届
か
な

い
場
合
は
、
保
険
課
医
療
保
険
係
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
保
険
料
の
滞

納
が
あ
る
場
合
は
、
通
常
よ
り
有
効
期

限
が
短
い
被
保
険
者
証
を
窓
口
で
お
渡

し
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

《
自
己
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
》

　

医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
の
医
療
費

の
自
己
負
担
割
合
は
１
割
ま
た
は
３
割

で
す
。
前
年
の
所
得
を
も
と
に
、
今
年

８
月
か
ら
１
年
間
の
自
己
負
担
割
合
を

判
定
し
ま
す
。
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者

で
市
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円

以
上
の
人
が
い
る
場
合
に
は
３
割
と
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
市
民
税
の
課
税
所
得
が

１
４
５
万
円
以
上
で
あ
っ
て
も
、
次
の

１
ま
た
は
２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申

請
す
れ
ば
１
割
の
自
己
負
担
割
合
と
な

り
ま
す
。

１.

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
２
人
以
上

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の
収
入

の
合
計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

２.

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
本
人
の
み

(

ア)

本
人
の
収
入
が
３
８
３
万
円
未
満

(

イ)

本
人
と
同
じ
世
帯
の
70
歳
〜

74
歳
ま
で
の
人
の
収
入
の
合
計
が

５
２
０
万
円
未
満

後期高齢者医療被保険者証を郵送します
問い合わせ…保険課医療保険係（TEL 25-2113）

《
限
度
額
適
用
（
・
標
準
負
担
額
減
額
）
認

定
証
が
更
新
さ
れ
ま
す
》

　

現
在
の
限
度
額
適
用
（
・
標
準
負
担
額

減
額
）
認
定
証
の
有
効
期
限
は
令
和
２
年

７
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
お
持
ち
の
人
で
、
令
和
２
年
度

も
認
定
証
を
発
行
で
き
る
人
に
は
、
令
和

２
年
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
認
定
証
を

被
保
険
者
証
と
は
別
に
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

　

認
定
証
を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
入
院
・
外
来
の
医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
や
、
入
院
時
の
食
事
・
居
住

費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
…
市
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
に
属

す
る
人

申
請
に
必
要
な
も
の
…
被
保
険
者
証
、
印

鑑
※
非
課
税
証
明
書
な
ど
収
入
額
を
証
明
す

る
も
の
や
、
入
院
期
間
を
確
認
で
き
る

も
の
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

認
定
証
を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
入
院
・
外
来
の
医
療
費
の
自
己

負
担
が
限
度
額
ま
で
と
な
る
も
の
で
す
。

対
象
者
…
負
担
割
合
が
３
割
の
被
保
険
者

の
中
で
、
所
得
が
一
定
額
未
満
の
人

申
請
に
必
要
な
も
の
…
被
保
険
者
証
、
印

鑑
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
と
は

限
度
額
適
用
認
定
証
と
は

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
計
算
方
法
が
変
更

に
な
り
ま
し
た

問
い
合
わ
せ
…
保
険
課
高
齢

者
保
険
料
係

（
TEL 

25-

２
１
１
６
）

　

保
険
料
は
、
世
帯
の
状
況

と
令
和
元
年
中
の
所
得
金
額

を
基
に
計
算
を
行
い
、
決
定

し
て
い
ま
す
。

※｢

世
帯
の
状
況｣

と
は
、
令
和

２
年
４
月
１
日
時
点
の
世
帯

(

年
度
中
に
75
歳
に
な
る
人
、

県
外
か
ら
転
入
さ
れ
た
人
等

は
そ
の
時
点)

の
状
況
を
基

準
に
し
て
い
ま
す
。

保険料の計算（令和 2・3 年度）

※保険料は、年額 64 万円が上限です。
※保険料は、福岡県内どの地域でも同じ基準で計算されます。

所　得　割　額
　
　
　

+

均 等 割 額

55,687 円

　
　
　
＝

保険料額
( 年 額 )

総所得金額等
－ 33 万円

 （基礎控除額）

所得割率
10.77%×

愛犬のルール！楽しい散歩のために　　　  リード（引き綱）でつなぎ、マナーを守って散歩をしましょう


